
水道水源クリーンアップ大作戦

第６章 目標実現のための主な取組
１ 安全な水道水の供給（安全の確保）
（１）良好な水源の確保と保全対策
①良好な水源の確保
本市の主たる水源である大分川・大野川の表流水は、将来のあらゆる水需要の変動要因
に対しても安定的な取水を堅持するために欠かすことのできない大切な水源であることか
ら、大分川ダムの早期完成を促進するとともに、所管する国をはじめ関係機関と連携して
良好な水源の確保に努めます。
また、その他の水源についても、災害時の予備水源として適切な確保に努めます。

②水源の水質保全対策
森からのきれいな水が守られ、良質な飲み水となってお客さまのもとに届けられるよ
う、お客さまや流域で生活する人々と一緒になって、きれいな水を守る運動を進めるなど、
河川流域の住民や大分県・関係自治体など関係機関等との連携を図り、水源水質の保全に
向けた取組を推進します。

（２）適正な施設整備と水質管理
原水から給水栓に至るまで一貫した水質管理の徹底が必要であり、統合的アプローチによ
る水安全計画の推進を図ります。

①浄水施設能力の強化・改善
安全で安心して飲める、よりおいしい水を提供するため、浄水処理技術の向上に努める
とともに、これまでに整備した水道施設のさらなる機能向上を図ります。

②水質監視体制の強化
原水の監視体制を強化するとともに関係機関との連携を密にして広範な情報収集を行い
ます。
また、配水管末端等への連続自動水質監視装置のさらなる効率的な導入、データ管理の
徹底により原水からじゃ口までトータルに水質監視体制の強化を図ります。
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古国府浄水場中央監視室 水質監視表示装置

水質試験室 給水栓検査

③水質検査体制の充実
水質検査の適正化や透明性を維持するため、お客さまの意見を踏まえて「水質検査計画」
を策定し、事業年度前に公表します。
また、水質汚濁の多様化・複雑化に的確に対応し、水質管理の一層の強化を図るため、
自己検査体制を強化し、精度管理の向上に努めます。

（３）給水装置の適正管理
①給水装置に関する情報提供
水道を安心して、かつ快適に利用していただくため、給水装置の適切な維持管理や鉛給
水管についてお客さまへの情報提供を行っていきます。

②貯水槽水道の改善
ビル等で受水槽や高置水槽にいったん水を貯めてから給水する貯水槽水道については、
直結給水方式を採用することにより、受水槽の衛生問題の解消、省エネルギーの推進、受
水槽の設置スペースの有効利用が図られることをお客さまにわかりやすくお知らせし、直
結給水方式の普及・拡大に努めます。
また、貯水槽水道の設置者に対しては、定期的な清掃や検査の実施など維持管理を強化
するよう、保健所と連携して指導、助言及び勧告を行います。
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みずタンを活用したＰＲ（古国府浄水場一般公開）

古国府浄水場一般公開 古国府浄水場一般公開

（４）水質の安全に対する広報体制
①水道水に対する信頼性向上の取組
お客さまの知りたい情報をわかりやすく提供するため、広報紙、パンフレット、ホーム
ページ等の内容の充実はもちろん、ソーシャルメディア等、新たな情報メディアの活用を
図るなど、お客さまの視点に立った適切かつ積極的な情報提供に努めます。
また、本市の安全・安心な水道水をアピールするため、親しみやすくインパクトのある
キャッチフレーズ等を作成するとともに、マスコットキャラクター「みずタン」の積極的
な活用などにより、お客さまに愛される水道をめざします。
さらに、水道水に関する満足度調査などを定期的に実施することにより、水道水に対す
るお客さまからの声を的確に把握し、取組に反映します。

②環境学習・社会学習
お客さまに対し本市の水道水の安全性やおいしさを積極的にアピールすることにより、
水道水への関心を高めるとともに、教育委員会や学校現場との連携を図り、将来を担う子
どもたちに水道水や水道を取り巻く状況を正しく理解してもらうための取組を進めます。
また、施設見学、浄水場一般公開などのイベントを通じて、お客さまに水道水ができる
までの過程や水質管理の重要性への理解を深めてもらうことにより、水道水への関心を深
める取組を進めます。
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③おいしく飲める水道水の啓発
水道水のペットボトル水を作成し、災害用や広報の
ために活用していくとともに、各種イベント等を活用
し、水道水をおいしく飲むための啓発活動を行いま
す。
さらに、さまざまな情報媒体による情報発信を行う
ことで、利用者のニーズにあった情報提供や広報活動
を実践していきます。

（５）関係機関との連携方策
①上流域関係者との連携
大分川・大野川の表流水を水源とする本市は、上流域の環境の変化を直接受ける立場に
あるため、関係機関等と連携し、水質保全に係る取組を推進します。

②水処理関係事業者との連携
水処理技術は日々進歩しており、本市でも一部の施設に高水準の浄水処理システムを導
入しています。今後も国や民間の各機関で得られた情報・技術・成果を積極的に採用し、
水道サービスの向上に努めます。

水道水のペットボトル水
「おおいたん水」
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三芳配水場～大平寺配水場緊急時連絡管

２ 危機管理への対応の徹底（強靭の確保）
（１）水道施設の耐震化
①施設の耐震化
耐震診断等に基づき、緊急度の高い施設から耐震補強等を実施するなど、計画的な施設
の耐震化に取り組みます。
また、主要な浄水場、配水場（池）については、耐震化が整うまでの間、定期的な補修、
改修を実施し安定給水に努めるとともに、災害や事故など不測の事態に備え、主要施設を
連絡する管路の整備を計画的に実施するなど、緊急時のバックアップ機能の強化を図って
いきます。

②管路の耐震化
管路の新設、更新（布設替）時にはすべて耐震管を採用するとともに、老朽度、重要度
が高い中心市街地の基幹管路や、避難所、基幹病院等重要給水施設に繋がる管路について
は優先的に耐震化を図っていきます。
また、耐震化にあたっては、将来的な給水区域の配水ブロック化の構築も併せて検討し
ていきます。

（２）災害に備えた給水体制
災害時における供給用水（飲料水）を確保するため、配水場（池）の緊急遮断弁の計画的
な設置などさまざまな手法を検討していきます。
また、市をはじめ地域組織との連携を図りながら、地域住民が容易に給水活動を行える給
水拠点の整備を進めていきます。
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応急給水資機材（仮設給水栓） 応急給水資機材（仮設給水コンテナ）

応急復旧資機材（曲管）

（３）応急給水・応急復旧活動
東南海・南海地震等の大規模災害時においても応急給水・応急復旧活動が可能な体制を確
立します。

①応急給水対策
災害時に迅速かつ的確な応急給水が行えるよう、給水拠点等を考慮した応急給水資機材
の確保、備蓄のさらなる強化を図ります。
また、災害時には、避難所・基幹病院等重要施設への優先的な応急給水に努めます。

②応急復旧対策
災害時に備え、配水管等水道施設の復旧に必要な資機材の備蓄の強化を図ります。
また、相互応援協定に基づく関係機関等との連携をさらに強化し、必要な資機材を最優
先で確保できる協力体制を整え、迅速な応急復旧工事の実施に努めます。
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防災訓練

（４）災害時の電力確保
災害時の電力停止に備え、古国府浄水場の自家発電設備を増強します。また、横尾・えの
くま浄水場については、施設更新に合わせた自家発電設備の設置について検討していきま
す。
配水池、ポンプ所等の水道施設については、給水拠点を中心とした電力確保（代替電力含
む）や、自然流下方式など省エネルギー対策に有用な水道配水システムの導入の研究・検討
に努めていきます。

（５）災害時における体制の強化
①危機管理体制の強化
危機管理マニュアルの内容を常に検証し、現状に即した改訂を定期的に行うとともに、
さまざまな事象を想定した防災訓練等を実施することにより、その実効性の向上を図りま
す。
また、水道事業者の内部における人的資源の確保、技術の向上をめざし、長期的な視点
に立った研修等を行い、これまで培ってきた技術の継承体制の強化を図ります。
浄水場における不審者等の侵入対策として監視カメラの増設や光センサー・熱感知セン
サーの導入など、施設警備の強化を図ります。
さらに、自然災害や事故等の非常時に備え、日ごろより施設の適正な維持・管理に努め
ます。

②事業継続性の確保
大規模災害などによって水道局の業務遂行能力が低下することを想定した水道水の供給
継続の検討や、非常時優先業務を継続・再開・開始するための計画として事業継続計画※２１
（ＢＣＰ）を策定し、市民生活に欠かせないライフラインの確保に努めます。

用語解説
※２１．事業継続計画・・・ＢＣＰ（Business Continuity Planning）、事故や災害が発生した際に、業務への

影響を最小限に抑え、仮に中断しても速やかに復旧・再開できるようにあらかじ
め策定しておく行動計画のこと。
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日本水道協会九州地方支部
合同防災訓練（平成２６年 宮崎市開催）

災害時支援協力員による応急給水訓練
（平成２６年）

（６）災害時における関係者間の連携
大規模災害時に備え、近隣及び遠隔地の水道事業体や水道事業関係団体等との応援協定や
合同防災訓練等を通じ、災害時や緊急時における給水のため広域連携体制のさらなる充実を
図ります。
また、職員が対応できない場合を想定し、日ごろから地域住民への情報提供や住民参加型
訓練を行うなど、地域の自立を促すことで緊急時の応急給水を円滑に行えるよう、地域との
連携体制の構築を推進します。
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「技術の継承」実技研修

大分川ダム完成予想イメージ

３ 水道サービスの持続性の確保（持続の確保）
（１）組織体制の強化と人材の育成
①持続可能な組織体制の整備
職員の大量退職や水需要の変動等の事業環境が変化していくなか、効率的な事業運営を
維持するとともに、災害や突発的な事故にも迅速に対応できる組織体制を構築します。

②技術の継承と人材育成
将来のさまざまな課題に対応していくために、職員の技術力を継続して向上させる必要
があることから、職員間での技術・知識の継承や職員研修を行うことにより、計画的な人
材育成に取り組みます。

（２）水道施設の管理・運営
①大分川ダムの整備
大分川ダムが完成するまでは、暫定豊水水利権の許可により必要な取水量を確保すると
ともに、大分川ダムの早期完成やコスト縮減、建設事業の促進のための予算確保等につい
て、所管する国をはじめ関係機関に要望していきます。
大分川ダムの完成後は、関係機関と連携して水源の水質・水量を安定させるとともに、
水源水量の有効活用や多様な危機に対処するため、古国府浄水場を主体とした浄水場間の
バックアップ体制を構築します。
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②施設の再構築
老朽化した施設の更新にあたっては、施設利用率をより向上させるため、現況の給水サー
ビスを維持しながら、将来の需要や対応等を踏まえてダウンサイジングや統廃合などの効
果的な水道施設の再構築を推進します。

③施設の適正な維持管理
施設の適正な維持管理を継続することにより、水道施設の事故発生を抑制するととも
に、施設の健全度の向上を図ります。
また、施設ごとの使用実態や重要度等を踏まえた更新・延命化計画により、適切な時期
に補修・更新を行い、水道水の安定供給の確保に努めます。

④情報化の推進
管路情報や給水台帳※２２等の各種システムの充実と利便性の向上を図ります。
また、各施設の維持管理上の情報を共有化して的確に管理するとともに、関係機関との
連携を図り、情報の有効活用に努めます。

⑤民間活力の導入
多様化するお客さまニーズに対処し、効率的な事業運営を行うため、業務執行方式の見
直しを行うとともに、民間事業者へ委託できる業務については業務委託を推進するなど、
民間活力の導入について検討していきます。
また、民間事業者へ委託を行っている業務については、効果の検証を行うとともに、受
託業者への管理・指導を適切に行うことで民間委託のメリットを最大限に活用し、お客さ
まサービスの向上と事業運営の効率化をめざします。

⑥水の有効利用の取組
ア）監視機能の向上
古国府浄水場等の主要な浄水場に導入している監視制御システム※２３をより効率的に運
用し、安定した浄水処理とコスト縮減に努めます。
また、配水監視システム※２４の各種データを検証・分析して施設の効率的な運転を行い、
漏水などの早期発見に努め、水融通のための管網整備に役立つ情報管理を行います。

用語解説
※２２．給水台帳・・・お客さまから申し込みを受けた給水装置新設（改造、修繕、撤去）承認工事設計書を

管理する台帳。
※２３．監視制御システム・・・浄水場内の機械の運転や、配水場（池）を含む各施設の水位・水量・水圧及

び水質等の計測項目を一元的に管理し、浄水場を効率的に運転するためのシ
ステム。

※２４．配水監視システム・・・市内に点在する大・中規模ポンプ所の運転状況及び市内の配水管路内の主要
拠点の圧力、配水量及び水質データを古国府浄水場内にある中央監視室で２４
時間監視するシステム。
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漏水調査（路面音聴調査） 漏水

イ）漏水防止対策の強化
過去の漏水発生件数、調査実績等をもとに「漏水防止計画」を策定し、漏水調査を行う
とともに迅速な漏水修理に取り組みます。
また、管路の老朽化による漏水発生の増加が予想されるため、老朽管の更新を計画的に
実施し漏水の未然防止に努めます。
さらに、お客さまの所有物である給水管についても、漏水が発生しやすい鉛給水管の解
消に取り組みます。

（３）経営基盤の強化
①アセットマネジメントの活用
アセットマネジメントを活用することで、老朽化する施設の延命化や更新の事業費を平
準化します。
また、より効率性と経済性が高くなるように施設整備計画を見直すとともに、中長期財
政計画を策定し、財源確保について検討するなかで将来の財政の健全化を図ります。

②財務基盤の強化
健全経営を堅持するため、水道事業収入の根幹である水道料金の収納強化に引き続き取
り組みます。
また、水道料金収入の減少が続くと予測されるため、水道料金収入に対する企業債の返
済コストの割合を抑制し、将来負担の軽減に努めます。さらに、経営指標を基にした経営
診断を行い、経営の改善・効率化に努めます。

（４）未給水地区への水供給の検討
給水区域内に点在する小規模な未給水地区について、当該地区の給水規模や基幹水道施設
からの距離などの地理的条件を勘案するなかで、保健衛生や環境行政、関係行政機関等との
連携による多様な供給形態のあり方の検討を進めます。
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お客さま意識調査（平成２６年度実施）

（５）お客さまサービスの向上
①窓口サービスの向上
電子申請システム※２５の利用促進に努めるとともに、インターネットを利用した水道料
金の支払・照会システムやクレジットカードによる料金支払などの新たなサービスの導入
について調査・研究します。
また、漏水や水質など水道に関する相談窓口の充実について調査・研究します。
さらに、職員研修の充実や業務改善を推進し、迅速、的確、ていねいなサービスの提供
に努めます。

②お客さまとのコミュニケーションの促進
多様化するお客さまニーズを的確に把握するため、アンケート調査等を実施するととも
に、お寄せいただいたお客さまの声を反映した、業務の改善やサービスの向上に努めます。
また、お客さまの知りたい情報をわかりやすく提供するため、広報紙、ホームページ等
の内容を充実させ、効果的な情報提供に努めるとともに、水道事業の負担とサービスの関
係や、水道事業が直面する課題についてわかりやすく伝えていくことで、お客さまの理解
を深めていきます。

（６）環境保全対策
①各種エネルギー対策
送水ポンプや大型変圧器などエネルギー消費量の多い機器の新設や更新に際して、エネ
ルギー効率の高い機器を採用するとともに、電力使用量についても、それぞれの施設にお
ける低減目標を設定して削減に努めます。
また、小水力発電、太陽光発電等の再生可能エネルギーについて調査・研究を進めます。

②資源の有効活用
浄水処理工程で発生する汚泥について、園芸用土、グラウンド用土などへの有効利用を
促進します。
また、施設の建設等に伴い発生するコンクリート、アスファルト、残土などの建設副産
物のリサイクルに積極的に取り組み、環境負荷の低減を推進します。

用語解説
※２５．電子申請システム・・・インターネットを利用して、２４時間水道の使用開始や中止等の申請ができる

システム。

３４
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